
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

令和５年１２月２０日

津　市　公　報 第　 ４３２ 　号

津市選挙管理委員会告示

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数

津市上下水道事業公告

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市公告

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札の執行

予防接種の実施

森林経営管理法に基づく経営管理権集積計画の縦覧

令和５年１１月分津市農用地利用集積計画の決定

議決を経た予算等の公表

放置自転車の撤去及び保管

国民健康保険被保険者証の無効告示

公示送達

原動機付自転車及び小型特殊自動車臨時運行許可番号標失効

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの津市駐車場事業の業務状況の公表

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの津市モーターボート競走事業の業務状況の公表

公示送達

公示送達

公示送達

津市告示

介護保険法に基づく居宅介護支援事業所の指定

公示送達

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの津市水道事業、津市工業用水道事業及び津市下水道事業の業務状況の
公表

津市規則

目　　　次

津市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

津市久居総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則



津市久居総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  令和５年１２月６日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４１号 

   津市久居総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 津市久居総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津

市規則第７９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「当日までの間」の次に「（以下「申請期間」という。）」

を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、申請期間前においても

許可申請書を提出することができる。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



  

 

 津市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定

める規則をここに公布する。   

令和５年１２月１２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第４２号 

   津市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日

を定める規則 

津市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例（令和５年津市

条例第９号）附則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和５年１２月２０

日とする。 



津市告示第２７４号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定

居宅介護支援事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により告

示する。 

令和５年１２月６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  合同会社えん 

２ 事業所の名称 

  居宅介護支援事業所えん 

３ 事業所の所在地 

  津市河芸町中別保２４３８番地７ 

４ 指定年月日 

令和６年１月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 



津市告示第２７５号 

 下記の者の国民健康保険料滞納処分停止通知書は、住所居所不明のため送達

することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７

８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年１２月６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 滞納処分停止通知書 

 



津市告示第２７６号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（平成１

８年津市条例第２１９号）第８条の規定に基づき、令和５年４月１日から令和

５年９月３０日までの津市水道事業、津市工業用水道事業及び津市下水道事業

の業務の状況を別紙のとおり公表する。 

  令和５年１２月６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

  



１ 事業の概要 

⑴ 津市水道事業 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの業務量につきまして、 

９月末現在の給水戸数は１３７，２０３戸、配水量は１９，６４９，９２

２㎥、有収水量は１５，５３９，１６９㎥となりました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益３，３３９，３２８，５９

８円、営業外収益４６１，５９５，４６３円、特別利益３，３８０，３０

２円で合計３，８０４，３０４，３６３円となりました。費用では、営業

費用３，１６２，２４６，３２９円、営業外費用１０２，７７１，３４０

円、特別損失３，０５４，１２３円で合計３，２６８，０７１，７９２円

となり、収支差引におきまして、５３６，２３２，５７１円の純利益とな

りました。 

⑵ 津市工業用水道事業 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの業務量につきまして、 

配水量は６５，７４９㎥、有収水量は６５，７３３㎥となりました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益９，０００，０００円とな

りました。費用では、営業費用２，３４１，２３０円となり、収支差引に

おきまして、６，６５８，７７０円の純利益となりました。 

⑶ 津市下水道事業 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの業務量につきまして、 

９月末現在の使用料賦課件数は５９，８４７件、有収水量は７，２１５，

４９９㎥となりました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益１，０８６，９７６，９８

５円、営業外収益１，８９２，０６７，９８６円、特別利益６，０１９，

７３０円で合計２，９８５，０６４，７０１円となりました。費用では、

営業費用３，６７３，８４０，７１７円、営業外費用３６８，５７１，８

１３円、特別損失１，６８１，５１５円で合計４，０４４，０９４，０４

５円となり、収支差引におきまして、１，０５９，０２９，３４４円の純

損失となりました。 

２ 経理の状況 

⑴ 津市水道事業 

   損益計算書（別表１）及び貸借対照表（別表２）のとおりであります。 

⑵ 津市工業用水道事業 



損益計算書（別表３）及び貸借対照表（別表４）のとおりであります。 

⑶ 津市下水道事業 

損益計算書（別表５）及び貸借対照表（別表６）のとおりであります。 



単位　 円

1

(1) 3,265,048,664

(2) 60,729,193

(3) 13,550,741 3,339,328,598

2

(1) 1,441,079,885

(2) 429,918,814

(3) 58,756,801

(4) 134,900,653

(5) 150,486,022

(6) 946,848,000

(7) 48,614

(8) 207,540 3,162,246,329

177,082,269

3

(1) 1,699,485

(2) 14,453,191

(3) 71,761,000

(4) 373,681,787 461,595,463

4

(1) 102,771,340 102,771,340 358,824,123

535,906,392

5

(1) 3,380,302 3,380,302

6

(1) 3,054,123 3,054,123 326,179

536,232,571

536,232,571

雑 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

特 別 損 失

新 規 給 水 加 入 金

長 期 前 受 金 戻 入

配 水 及 び 給 水 費

受 託 工 事 費

業 務 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

総 係 費

資 産 減 耗 費

そ の 他 営 業 費 用

減 価 償 却 費

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

原 水 及 び 浄 水 費

令和５年度津市水道事業損益計算書
　（令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで）

営 業 収 益

受 託 工 事 収 益

給 水 収 益

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費及び長期前受金戻入の執行は、当初予算額の約1/2で作成

　　しています。

過 年 度 損 益 修 正 益

営 業 外 費 用

支払利息及び企業債取扱諸費

経 常 利 益

特 別 利 益

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

当 期 純 利 益

過 年 度 損 益 修 正 損

別表１



単位　 円

1

イ 2,055,355,090

ロ 4,386,284

ハ 3,170,609,356

△1,795,154,593 1,375,454,763

ニ 75,502,462,445

△40,169,555,724 35,332,906,721

ホ 14,057,585,282

△10,085,965,836 3,971,619,446

ヘ 48,436,394

△41,386,431 7,049,963

ト 211,674,790

△180,308,713 31,366,077

チ 5,201,319,929

47,979,458,273

イ 58,202,297

ロ 67,709,005

ハ 160,566,646

ニ 901,396

287,379,344

イ 600,000,000

ロ 6,954,956

ハ 6,320

606,961,276

48,873,798,893

2

2,643,307,557

899,959,349

△27,895,727

872,063,622

86,143,929

490,548,310

224,832,911

4,316,896,329

53,190,695,222

立 木

令和５年度津市水道事業貸借対照表
　（令和５年９月３０日）

資　　産　　の　　部

(1)

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

有 形 固 定 資 産 合 計

減 価 償 却 累 計 額

工具､器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

現 金 預 金

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

(2)

(3)

投 資 合 計

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

中 勢 水 道 利 用 権

電 話 加 入 権

そ の 他 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

庁 舎 利 用 権

投 資 有 価 証 券

(1)

資 産 合 計

貯 蔵 品

前 払 金

流 動 資 産 合 計

未 収 金

貸 倒 引 当 金

施 設 利 用 権

(3)

(5) そ の 他 流 動 資 産

(4)

(2)

未 収 金 合 計

基 金

別表２



3

イ 14,591,492,682

14,591,492,682

イ 814,569,105

814,569,105

15,406,061,787

4

イ 572,072,126

572,072,126

384,920,369

397,454,997

1,354,447,492

5

32,891,916,970

△19,980,592,166

12,911,324,804

29,671,834,083

6 21,601,572,362

7

イ 61,598,203

ロ 150,505,078

ハ 444,832,106

ニ 87,713,075

ホ 95,647,707

840,296,169

イ 540,760,037

ロ 536,232,571

1,076,992,608

1,917,288,777

23,518,861,139

53,190,695,222

(3) そ の 他 流 動 負 債

剰 余 金

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

(2)

(1)

負 債 合 計

資　　本　　の　　部
資 本 金

長 期 前 受 金

長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

建 設 改 良 等 企 業 債

企 業 債 合 計

流 動 負 債

(1) 企 業 債

(2) 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

建 設 改 良 等 企 業 債

企 業 債 合 計

(2)

負　　債　　の　　部

(1) 企 業 債

固 定 負 債

未 払 金

他 会 計 補 助 金

資 本 合 計

当期未処分利益剰余金

そ の 他 資 本 剰 余 金

減 債 積 立 金

負 債 資 本 合 計

剰 余 金 合 計

工 事 負 担 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

(2)

受 贈 財 産 評 価 額

国 県 補 助 金

(1) 資 本 剰 余 金



単位　 円

1

(1) 9,000,000 9,000,000

2

(1) 1,116,380

(2) 425,850

(3) 799,000 2,341,230

6,658,770

6,658,770

6,658,770

6,658,770

令和５年度津市工業用水道事業損益計算書
　（令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

営 業 利 益

営 業 費 用

原 水 及 び 浄 水 費

総 係 費

減 価 償 却 費

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費の執行は、当初予算額の約1/2で作成しています。

当 期 純 利 益

経 常 利 益

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

別表３



単位　 円

1

イ 1,650,000

ロ 7,999,210

△7,313,313 685,897

ハ 98,936,483

△69,889,383 29,047,100

ニ 78,096,020

△74,049,469 4,046,551

ホ 360,000

△342,000 18,000

35,447,548

35,447,548

2

196,832,971

150,636

196,983,607

232,431,155

減 価 償 却 累 計 額

土 地

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

(1)

令和５年度津市工業用水道事業貸借対照表
　（令和５年９月３０日）

資　　産　　の　　部

有 形 固 定 資 産

固 定 資 産

そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

(2)

減 価 償 却 累 計 額

現 金 預 金

有 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

(1)

工具､器具及び備品

別表４



3

900,000

900,000

4

1,657,500

△1,574,625

82,875

982,875

5 133,554,237

6

イ 46,496,932

ロ 44,738,341

ハ 6,658,770

97,894,043

97,894,043

231,448,280

232,431,155

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

(2)

流 動 負 債

負　　債　　の　　部

そ の 他 流 動 負 債

長期前受金収益化累計額

長 期 前 受 金

流 動 負 債 合 計

剰 余 金 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

(1)

(1)

資　　本　　の　　部

繰 延 収 益

利 益 剰 余 金 合 計

(1)

建 設 改 良 積 立 金

当期未処分利益剰余金

資 本 金

利 益 積 立 金

剰 余 金

利 益 剰 余 金



単位　 円

1

(1) 1,086,832,945

(2) 144,040 1,086,976,985

2

(1) 62,123,276

(2) 6,712,109

(3) 17,541,815

(4) 38,445,891

(5) 209,069,752

(6) 54,520,837

(7) 8,600,683

(8) 6,431,088

(9) 35,464,889

(10) 422,274,941

(11) 2,812,652,000

(12) 3,436 3,673,840,717

2,586,863,732

3

(1) 1,888,253,000

(2) 3,814,986 1,892,067,986

4

(1) 367,326,813

(2) 1,245,000 368,571,813 1,523,496,173

1,063,367,559

5

(1) 3,221,880

(1) 2,797,850 6,019,730

6

(1) 1,681,515 1,681,515 4,338,215

1,059,029,344

1,059,029,344

補 助 交 付 金

※　本表は、上半期分の執行状況のため、減価償却費及び長期前受金戻入の執行は、当初予算額の約1/2で作成

　　しています。

当 期 末 未 処 理 欠 損 金

当 期 純 損 失

経 常 損 失

特 別 利 益

過 年 度 損 益 修 正 損

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

汚 水 管 渠 費

令和５年度津市下水道事業損益計算書
　（令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで）

営 業 収 益

下 水 道 使 用 料

雨 水 管 渠 費

汚 水 ポ ン プ 場 費

雨 水 ポ ン プ 場 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

処 理 場 費

減 価 償 却 費

流域下水道維持管理負担金

委 任 業 務 費

普 及 指 導 費

業 務 費

総 係 費

資 産 減 耗 費

特 別 損 失

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

過 年 度 損 益 修 正 益

固 定 資 産 売 却 益

営 業 外 費 用

支払利息及び企業債取扱諸費

別表５



単位　 円

1

イ 4,834,960,911

ロ 3,970,274,843

△1,691,078,973 2,279,195,870

ハ 177,747,912,840

△37,218,743,172 140,529,169,668

ニ 6,381,090,380

△3,969,918,260 2,411,172,120

ホ 4,210,982

△2,067,830 2,143,152

ヘ 4,735,894

△2,550,491 2,185,403

ト 7,067,095,950

157,125,923,074

イ 11,618,138,264

ロ 10,696,000

11,628,834,264

イ 6,594,000

ロ 16,020

6,610,020

168,761,367,358

2

2,553,021,355

368,368,074

△48,629,549 319,738,525

396,155,498

200,630,885

3,469,546,263

172,230,913,621

(4) そ の 他 流 動 資 産

(3)

資 産 合 計

前 払 金

流 動 資 産 合 計

現 金 預 金

(2) 未 収 金

(1)

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

(2)

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

流域下水道施設利用権

電 話 加 入 権

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

そ の 他 資 産

投 資 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計

出 捐 金

有 形 固 定 資 産 合 計

減 価 償 却 累 計 額

工 具 ､ 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

令和５年度津市下水道事業貸借対照表
　（令和５年９月３０日）

資　　産　　の　　部

(1)

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

別表６



3

イ 56,848,355,174

56,848,355,174

イ 357,673,465

357,673,465

57,206,028,639

4

イ 3,301,229,612

3,301,229,612

395,403,469

5,015,850,000

159,112,964

8,871,596,045

5

112,999,796,415

△30,916,163,334

82,083,633,081

148,161,257,765

6 21,055,504,031

7

イ 3,564,201,654

ロ 322,694,016

ハ 1,784,000

ニ 128,338,084

ホ 56,163,415

4,073,181,169

イ 1,059,029,344

1,059,029,344

3,014,151,825

24,069,655,856

172,230,913,621

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

欠 損 金

欠 損 金 合 計

(2)

流 動 負 債

(1) 企 業 債

(2) 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

負　　債　　の　　部

(1) 企 業 債

建 設 改 良 等 企 業 債

企 業 債 合 計

固 定 負 債

剰 余 金

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

(2)

(1)

負 債 合 計

資　　本　　の　　部
資 本 金

長 期 前 受 金

長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

(1) 資 本 剰 余 金

当 期 未 処 理 欠 損 金

県 補 助 金

受 贈 財 産 評 価 額

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

国 庫 補 助 金

(3)

建 設 改 良 等 企 業 債

企 業 債 合 計

前 受 金

(4)

(2) 未 払 金

そ の 他 流 動 負 債



津市告示第２７７号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

駐車場事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２１８号）第１８条

の規定に基づき、令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの津市駐車場

事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  令和５年１２月６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 事業の概況 

駐車場事業は、お城東駐車場、フェニックス通り駐車場、アスト駐車場、

ポルタひさい駐車場及び久居駅東口駐車場を運営し、市街地における自動車

の駐車需要に応ずるよう努めている。 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの利用状況は、次のとおり。 

⑴ 利用台数   ３４５，４６０台（前年同期 ３３８，８１１台） 

⑵ 一日平均台数   １，８９０台（前年同期   １，８６１台） 

２ 経理の状況 

令和５年度上半期の経理の状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照表

（別表２）のとおり。 

３ 前年度事業の決算状況 

別冊のとおり。 

 



1 営業収益

2 営業費用

3 営業外収益

4 営業外費用

当期未処分利益剰余金 53,310,833

企業債取扱諸費 249,188 249,188 601,253

53,310,833経 常 利 益

当 期 純 利 益 53,310,833

（１） 雑 収 益 850,441 850,441

（１） 支 払 利 息 及 び

52,709,580営 業 利 益

59,075,720（２） 資 産 減 耗 費 482,250

（１） 駐 車 場 管 理 費

別表１

令和５年度上半期津市駐車場事業損益計算書
（令和５年４月１日から令和５年９月３０日）

（単位　円）

（１）

58,593,470

駐 車 収 益 111,785,300 111,785,300



1

2

令和５年度津市駐車場事業貸借対照表
（令和５年９月３０日）

（単位　円）
資　産　の　部

固 定 資 産

（１） 有形 固 定 資産

イ 土 地 1,623,010,133

ロ 建 物 1,431,438,549

減価 償却 累 計 △ 798,252,324 633,186,225

ハ 構 築 物 89,660,772

減価 償却 累 計 △ 32,756,388 56,904,384

ニ 機械 及び 装 置 115,650,002

減価 償却 累 計 △ 98,694,002 16,956,000

ホ 工具、器具及び備品 81,683,679

減価 償却 累 計 △ 45,727,470 35,956,209

ヘ リ ー ス 資 産 44,300,374

減価 償却 累 計 △ 5,367,270 38,933,104

有形固定資産合計 2,410,473,055

2,410,473,055

ト 建 設 仮 勘 定

流 動 資 産

固 定 資 産 合 計

（１） 現 金 預 金 135,347,581

（２） 未 収 金 4,779,291

（３） その他流動資産 2,275,300

142,402,172

資 産 合 計 2,552,875,227

5,527,000

別表２

流 動 資 産 合 計



3

4

注

リ ー ス 債 務 31,222,743

（２） リ ー ス 債 務 3,870,295

イ 退職給付引当金 1,241,137

（２）

負　債　の　部

固 定 負 債

（３）

175,043,749

（１） 他 会 計 借 入 金

イ
175,043,749

207,507,629

（３） 未 払 金 20,621,438

イ

他会計借入金合計

17,499,562

17,499,562

建 設 改 良 等
他 会 計 借 入 金

（４） 前 受 金 2,417,418

44,908,713

負 債 合 計 252,416,342

（５） その他流動負債 500,000

流 動 負 債 合 計

（１） 他 会 計 借 入 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

建 設 改 良 等
他 会 計 借 入 金

他会計借入金合計

引 当 金 合 計 1,241,137

引 当 金



5

6

（注） １　有価証券の評価方法は、期末帳簿価額（原価法）をもって期末評価額としている。
　　　 ２  リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）以外の固定資産（償却資産）の減価償却の
　　　　  方法は、定額法によって取得の翌年度から行っている。
　　　　　 リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）の減価償却の方法は、リース期間を耐用年
　　　　　数とし、残存価格を零とする定額法による。

イ 建設改良積立金 40,025,734

資　本　の　部

資 本 金 2,207,122,318

剰 余 金

（１） 利 益 剰 余 金

ロ 当 期 未 処 分
利 益 剰 余 金 53,310,833

利 益 剰 余 金 合 計 93,336,567

剰 余 金 合 計 93,336,567

資 本 合 計 2,300,458,885

負 債 資 本 合 計 2,552,875,227





















































津市告示第２７８号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項の規定に

基づき、津市モーターボート競走事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  令和５年１２月６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 事業の概況 

  津市モーターボート競走事業は、事業の円滑な運営を行い、公共の福祉を 

 増進するよう努めている。 

  令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの業務量は、次のとおり。 

⑴ 開催日数                       １０２日 

⑵ 開催収益            ３６，７７４，２０５，２００円 

   うち本場舟券発売金        １，８４４，６２５，７００円 

   うち電話投票舟券発売金     ２８，０７６，０８４，３００円 

   うち場外発売場舟券発売金       ２０４，１３８，６００円 

   うち場間場外舟券発売金      ６，６４９，３５６，６００円 

 ⑶ １日平均舟券発売金          ３６０，５３１，４２３円 

 ⑷ 場間場外受託発売金        ４，９５３，００１，９００円 

  経営状況としては、営業収益３７，６６７，２１０，９７１円、営業外収 

益４２，４５６，６７６円で合計３７，７０９，６６７，６４７円。費用で

は、営業費用３３，５１４，９００，４６０円、営業外費用３，０００，０

００，０００円で合計３６，５１４，９００，４６０円。特別利益は、その

他特別利益３，６２０，５００円。収支差引においては、１，１９８，３８

７，６８７円の純利益となる。 

固定資産の減価償却、繰延収益の償却、資産の評価及び引当金の計上につ

いては、事業年度末において行うものとする。 

２ 経理の状況 

  損益計算書（別表１）及び貸借対照表（別表２）のとおり。 

３ 前事業年度の決算状況 

  別冊のとおり。 



単位　円

1 営　業　収　益

(1) 開催収益 36,774,205,200

(2) 場間場外発売事務受託収益 850,872,873

(3) その他営業収益 42,132,898 37,667,210,971

2 営　業　費　用

(1) 開催費 31,608,779,193

(2) 場外発売場事務受託費 217,178,059

(3) 施設管理費 203,095,458

(4) 競走実施費 838,633,295

(5) 販売促進費 397,240,628

(6) 総係費 249,973,827

(7) 減価償却費 0 33,514,900,460

営　業　利　益 4,152,310,511

3 営　業　外　収　益

(1) 使用料 38,489,398

(2) 受取利息及び配当金 0

(3) 長期前受金戻入 0

(4) 雑収益 3,967,278 42,456,676

4 営　業　外　費　用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 0

(2) 消費税 0

(3) 繰出金 3,000,000,000

(4) 雑支出 0 3,000,000,000 △ 2,957,543,324

経　常　利　益 1,194,767,187

5 特　別　利　益

(1) その他特別利益 3,620,500 3,620,500

6 特　別　損　失

0 0 3,620,500

1,198,387,687

0

1,198,387,687

別表１　　令和５年度津市モーターボート競走事業損益計算書
(令和5年4月1日から 令和5年9月30日まで)

当 期 純 利 益

前 期 繰 越 利 益 剰 余 金

当期未処分利益剰余金



単位　円

１  固 定 資 産
(1) 有 形 固 定 資 産

イ　土 地 1,437,426,323

ロ 建 物 7,178,702,164

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △1,686,812,148 5,491,890,016

ハ 建 物 附 属 設 備 559,353,654

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △224,637,805 334,715,849

ニ 構 築 物 35,891,938

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △11,155,918 24,736,020

ホ 機 械 及 び 装 置 759,287,739

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △489,040,523 270,247,216

へ 車 両 運 搬 具 3,518,785

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △1,907,842 1,610,943

ト 船 舶 16,622,495

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △12,510,928 4,111,567

チ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,184,136,532

　　    減 価 償 却 累 計 額減 価 償 却 累 計 額 △764,857,363 419,279,169

リ 建 設 仮 勘 定 868,550,071

8,852,567,174

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ　出 資 金 40,000,000

ロ 基 金 1,431,176,308

1,471,176,308

10,323,743,482

２　流 動 資 産

(1)  　　　　　 現   金   預   金 18,821,667,692

(2)               未     収      金 98,109,112

(3)                     金 2,677,000

(4)               未     収      金 710,400,000

(5)               未     収      金 324,280,663

19,957,134,467

30,280,877,949

別表２　     令和５年度津市モーターボート競走事業貸借対照表
(令和5年9月30日)

資 産 の 部

有 形 固 定 資 産 合 計

投資その他の資産合計

資 産 合 計

前 払 金

固 定 資 産 合 計

現 金 預 金

未 収 金

貯 蔵 品

そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

- 12 -



３　固 定 負 債
(1)            退職給与引当金

イ　退 職 給 付 引 当 金 227,652,168

227,652,168

227,652,168

４　流 動 負 債
(1)               未      払     金 1,054,991,436

(2)               前      受     金 0

(3)               賞与引当金

イ　賞 与 引 当 金 0

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 0

0

(4)                  預      り     金 185,144,456

1,240,135,892

５　繰 延 収 益
(1)            長期前受金 355,781,307

(2)            長期前受金
△115,455,216

240,326,091

1,708,114,151

６　資  本  金 11,159,579,290

７　剰  余  金
(1)                 利  益  剰  余  金

イ　利 益 積 立 金 1,628,571,635

ロ　建 設 改 良 積 立 金 14,586,225,186

ハ　当年度未処分利益剰余金 1,198,387,687

17,413,184,508

17,413,184,508

28,572,763,798

30,280,877,949

引 当 金 合 計

負 債 の 部

引 当 金

長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

固 定 負 債 合 計

未 払 金

前 受 金

引 当 金

引 当 金 合 計

そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

長 期 前 受 金

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資 本 の 部

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計
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津市告示第２７９号 

下記の者の令和５年度後期高齢者医療保険料納入通知書は、住所居所不明の

ため送達することができないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年１２月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 

〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇  〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 

 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇

〇〇 

〇〇 〇〇 

 



津市告示第２８０号 

 下記の者の令和５年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不明

のため送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年１２月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 
〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

 



津市告示第２８１号 

 下記の者の国民健康保険料滞納処分停止通知書は、住所居所不明のため送達

することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７

８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年１２月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇〇 

滞納処分停止通知書 

 



津市告示第２８２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、令

和５年１０月６日及び同年１１月９日に専決処分した予算の要領並びに同年１

２月７日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  令和５年１２月１１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

 令和５年度津市一般会計補正予算（第７号） 

 令和５年度津市一般会計補正予算（第８号） 

 令和５年度津市一般会計補正予算（第９号） 

  



令和５年度津市一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和５年度津市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４，４１２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１７，４２４，１５７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

   

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳  入 ( 単位： 千円)

款 項

17 国 庫 支 出 金 19, 802, 391 44, 412 19, 846, 803 

 1 国 庫 負 担 金 14, 433, 735 44, 412 14, 478, 147 

117, 379, 745 44, 412 117, 424, 157 

歳  出 ( 単位： 千円)

款 項

 4 衛 生 費 11, 831, 135 44, 412 11, 875, 547 

 1 保 健 衛 生 費 4, 033, 505 44, 412 4, 077, 917 

117, 379, 745 44, 412 117, 424, 157 歳 出 合 計

第１ 表　 歳入歳出予算補正

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計



令和５年度津市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和５年度津市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４，５７２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１７，４６８，７２９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳  入 ( 単位： 千円)

款 項

17 国 庫 支 出 金 19, 846, 803 44, 572 19, 891, 375 

 1 国 庫 負 担 金 14, 478, 147 44, 572 14, 522, 719 

117, 424, 157 44, 572 117, 468, 729 

歳  出 ( 単位： 千円)

款 項

 4 衛 生 費 11, 875, 547 44, 572 11, 920, 119 

 1 保 健 衛 生 費 4, 077, 917 44, 572 4, 122, 489 

117, 424, 157 44, 572 117, 468, 729 歳 出 合 計

第１ 表　 歳入歳出予算補正

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計



令和５年度津市一般会計補正予算（第１０号） 

 

 令和５年度津市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１９８，５２９千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２０，０３８，７７１千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳  入 ( 単位： 千円)

款 項

17 国 庫 支 出 金 19, 971, 081 2, 141, 731 22, 112, 812 

 2 国 庫 補 助 金 5, 320, 468 2, 141, 731 7, 462, 199 

18 県 支 出 金 8, 355, 206 56, 798 8, 412, 004 

 2 県 補 助 金 2, 434, 420 56, 798 2, 491, 218 

117, 840, 242 2, 198, 529 120, 038, 771 

歳  出 ( 単位： 千円)

款 項

 3 民 生 費 46, 093, 357 2, 198, 529 48, 291, 886 

 1 社 会 福 祉 費 25, 146, 191 2, 141, 731 27, 287, 922 

 2 児 童 福 祉 費 15, 225, 012 56, 798 15, 281, 810 

117, 840, 242 2, 198, 529 120, 038, 771 歳 出 合 計

第１ 表　 歳入歳出予算補正

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計







津市告示第２８３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和５年１２月１２日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和５年１１月８日     

久居駅東口公共自転車等駐車場 １ 令和５年１１月８日 

津興地内 １ 令和５年１１月８日 

白塚町地内 １ 令和５年１１月２０日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ２６ 令和５年１１月２４日   

津駅西第二公共自転車等駐車場 ８ 令和５年１１月２４日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ２ 令和５年１１月２４日 

フェニックス通公共自転車等駐車場 ２ 令和５年１１月２４日 

南が丘駅東公共自転車等駐車場 ７ 令和５年１１月２４日 

南が丘駅西仮設公共自転車等駐車場 ４ 令和５年１１月２４日     

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和５年１１月２７日 

長岡町地内 １ 令和５年１１月２７日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



  

津市告示第２８４号  

下記の国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。      

令和５年１２月１３日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

     

記  

国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

９３０７４４０  令和５年１０月１０日  令和５年１１月１４日  

 



津市告示第２８５号 

 下記の者の国民健康保険料督促状及び納期限変更告知書は、住所居所不明の

ため送達することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年１２月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇 〇〇 令和４年度国民健康保

険料督促状第７期から

第９期まで及び令和５

年度国民健康保険料督

促状第４期・第５期、

納期限変更告知書 

 



津市告示第２８６号 

下記の原動機付自転車及び小型特殊自動車臨時運行番号標は失効しているこ

とを告示する。 

  令和５年１２月１５日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

                 記 

原動機付自転車及び小型特殊自動車臨時運行番号標 

津市 ５５７ 三重県 

 



 

 

津市公告第１７７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和５年１２月４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　 （ 税抜き ）

505120402

令和6年3月18日

と び・ 土工・ ｺﾝｸﾘ ﾄー

所在地要件

ま で

河川排水推進室

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　６８ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度河川事推第２ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年12月15日

販 売 店

入 札 方 法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年12月15日

無

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ １

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年12月4日

門扉工　２箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市モータ ーボート 競走場駐車場及び第５ 駐車場ゲート 改修等工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 藤方

令和5年12月7日

令和5年12月12日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年12月15日

令和5年12月20日 午前９時００分

9,727,000

・ 同種工事実績要件における 官公庁等と は、 国の機関（ 独立行政法人、 公団、 事業団その他政令で定
める 法人を 含む。 ） 、 都道府県、 市町村等及びコ リ ンズ登録さ れた公益民間企業（ 交通（ 鉄道、 空
港） 、 資源エネルギー（ 電気、 ガス 、 石油） 、 通信会社等） と する 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

過去１０年間（平成２５年度以降）に施工が完了した官公庁等元請又は下請実績で以下の
とおり
とび・土工・コンクリ ート工事等で発注されたフェンス設置工事等（土木一式工事等に含ま
れるものを除く）

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



津市公告第１７８号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により、下記

のとおり公告します。 

令和５年１２月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

１ 予防接種の種類 

新型コロナウイルス感染症 

２ 対象者の範囲 

接種を受ける日に住民基本台帳に記録されている者 

３ 予防接種を行う期間 

令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

４ 予防接種を行う場所 

 予防接種を行う場所は次のとおりです。なお、当該場所は、予防接種を開

始した後、追加、変更等が行われた全ての場所を含んでいます。 

⑴ 医療従事者等への接種を行う場所 

医療機関名 所在地 

永井病院 津市西丸之内２９番２９号 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋二丁目１７４番地 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

三重病院 津市大里窪田町３５７番地 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番地 

岩崎病院 津市一身田町３３３番地 

井上内科病院 津市久居井戸山町７５９番地 

倉本病院倉本内科病院 津市下弁財町津興３０４０番地 

ＫＫＣ健康スクエアウエルネス三

重検診クリニック 

津市あのつ台四丁目１番地３ 

三重県立こころの医療センター 津市城山一丁目１２番１号 

三重県立子ども心身発達医療セン

ター 

津市大里窪田町３４０番地５ 



榊原病院 津市榊原町７７７番地 

榊原温泉病院 津市榊原町１０３３番地４ 

榊原白鳳病院 津市榊原町５６３０番地 

セントローズクリニック 津市新町一丁目５番１６号 

第二岩崎病院 津市一身田町３８７番地 

大門病院 津市大門１番３号 

武内病院 津市一色町２１５番地１ 

千里クリニック 津市河芸町東千里６番地１ 

津生協病院 津市寿町１６番２４号 

東海眼科 津市羽所町３９９番地 

遠山病院 津市南新町１７番２２号 

久居病院 津市戸木町５０４３番地 

藤田医科大学七栗記念病院 津市大鳥町４２４番地１ 

三重県赤十字血液センター 津市桜橋二丁目１９１番地 

ヤナセクリニック 津市乙部５番３号 

吉田クリニック 津市栗真中山町７９番地５ 

若葉病院 津市南中央２８番１３号 

⑵ 高齢者への接種を行う場所 

介護老人保健施設名 所在地 

あのう 津市安濃町東観音寺３５３番地 

アルカディア 津市乙部１１番５号 

いこいの森 津市河芸町東千里３番地１ 

さくら苑 津市榊原町５６３０番地 

シルバーケア豊壽園 津市高茶屋小森上野町７３７番地 

芹の里 津市久居井戸山町７５９番地７ 

第二さくら苑 津市榊原町５５９９番地 

つつじの里 津市白山町二本木１１６３番地 

トマト 津市殿村８６０番地２ 

萩の原 津市久居井戸山町７５９番地 

万葉の里 津市一志町高野２３６番地５ 

万葉の里（ユニット型） 津市一志町高野２３６番地５ 

ロマン 津市芸濃町椋本６１７６番地 



⑶ 一般住民等への接種を行う場所 

ア 個別接種会場（１２歳以上の者の接種を行う会場） 

医療機関名 所在地 

赤塚クリニック 津市芸濃町椋本８９０番地１ 

飛鳥メディカルクリニック 津市乙部５番３号 

熱田小児科クリニック 津市大倉１１番１５号 

安濃中央クリニック 津市安濃町川西３３２番地 

あのつクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

天野医院 津市久居西鷹跡町４７５番地３ 

あめさら耳鼻咽喉科 津市観音寺町７９９番地７ 

荒木医院 津市安濃町安濃１３６６番地 

あらき内科クリニック 津市半田２０２番地５ 

津老人保健施設アルカディア 津市乙部１１番５号 

いぐち内科・消化器内科クリニ 

ック 

津市久居新町２１１５番地８ 

介護老人保健施設いこいの森 津市河芸町東千里３番地１ 

伊勢谷医院 津市安濃町川西５１番地５ 

イタミ内科・整形外科 津市本町８番１６号 

一志ささべクリニック 津市一志町高野２２９番地１ 

いとう内科胃腸科 津市丸之内１７番１４号 

稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 津市河芸町東千里１１１番地１ 

井上内科病院 津市久居井戸山町７５９番地 

いのもと医院 津市白山町南家城８８９番地５ 

岩尾こどもクリニック 津市河芸町杜の街一丁目１番地５ 

岩崎病院 津市一身田町３３３番地 

上島小児科 津市新町二丁目７番２８号 

上野内科 津市庄田町２０９０番地 

植村整形外科 津市藤方２５６６番地 

うめもとこどもクリニック 津市栄町一丁目８５７番地１ 

海野整形外科 津市安濃町粟加２２１２番地 

大川耳鼻咽喉科 津市中央１８番８号 

大北内科 津市久居東鷹跡町８２番地１０ 



おおにし呼吸器・糖尿病内科  

呼春の森診療所 

津市一身田上津部田１５８１番地 

１ 

大西内科ハートクリニック 津市半田３４３１番地５ 

大橋クリニック 津市桜橋三丁目６１番地４ 

奥田医院 津市半田１４８１番地２ 

奥田医院 津市久居東鷹跡町２６１番地３ 

おくだ内科クリニック 津市上浜町五丁目５７番地 

おくのクリニック 津市久居元町１７０９番地３ 

カサデマドレクリニック 津市安濃町戸島５６９番地８ 

加藤医院 津市藤方１５９０番地１ 

かわいクリニック 津市河芸町浜田６８８番地１ 

川浪内科 津市八町二丁目１５番９号 

河村クリニック 津市津興２９１１番地２ 

きのここどもクリニック 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地３ 

草川医院 津市大里窪田町１７３５番地１ 

倉本内科病院 津市下弁財町津興３０４０番地 

コスモスクリニック 津市一志町小山１４３４番地２ 

幸和病院介護医療院 津市一身田町７６７番地 

小西ヒフ科医院 津市栄町二丁目４５７番地 

小渕医院 津市一志町高野２５４番地１ 

駒田医院 津市芸濃町林１９０番地２ 

こやま内科消化器科 津市久居新町３００６番地 ポル 

タひさい２Ｆ 

さいとう内科 津市新東町塔世２３番地 

榊原温泉病院 津市榊原町１０３３番地４ 

榊原白鳳病院 津市榊原町５６３０番地 

榊原病院 津市榊原町７７７番地 

坂口医院 津市垂水１８８９番地３０ 

坂倉内科医院 津市幸町４番６号 

坂の上クリニック 津市藤方１５４番地１ 

さの整形外科クリニック 津市観音寺町４４５番地１３ 

しおりの里クリニック 津市野田２０３３番地１ 



しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 津市大園町１０番４９号 

清水レディースクリニック 津市久居新町３００６番地 ポル 

タひさい１Ｆ 

白塚いけだクリニック 津市白塚町２０８０番地１ 

白塚診療所 津市白塚町３５６８番地４ 

新町整形外科診療所 津市大園町４番２９号 

世古口消化器内科なぎさまち診 

療所 

津市海岸町４番１０号 

洗心福祉会美杉クリニック 津市美杉町下之川５２９９番地１ 

セントローズクリニック 津市新町一丁目５番１６号 

第二岩崎病院 津市一身田町３８７番地 

大門病院 津市大門１番３号 

タカオカクリニック 津市河辺町３０４１番地６ 

高岡医院 津市一志町田尻６０３番地 

社会福祉法人高田福祉事業協会 

附属診療所 

津市大里野田町１１２４番地１ 

高茶屋クリニック 津市高茶屋小森上野町７３３番地 

津生協高茶屋診療所 津市高茶屋五丁目１１番４８号 

高野尾クリニック 津市高野尾町１８９０番地７６ 

たかはし耳鼻咽喉科 津市藤方１４６番地１ 

たかはし内科 津市西丸之内３８番１１号 

武内病院 津市一色町２１５番地１ 

たけうち内科クリニック 津市久居野村町８７２番地２ 

たじま泌尿器科皮フ科 津市鳥居町２７８番地６ 

たなか内科 津市観音寺町４４６番地７７ 

田中内科 津市久居新町８６７番地２ 

タナハシ医院 津市久居本町１３８８番地 

たにクリニック 津市河辺町３５４７番地１ 

千里クリニック 津市河芸町東千里６番地１ 

つおき高橋クリニック 津市三重町津興４３３番地８７ 

津さくらばしクリニック 津市桜橋三丁目４４６番地２０ 

津市家庭医療クリニック 津市美杉町奥津９２９番地 



津腎クリニック 津市北丸之内９２番地 

津生協病院 津市寿町１６番２４号 

津生協病院附属診療所 津市船頭町津興３４５３番地 

津田クリニック 津市久居新町３００６番地 ポル 

タひさい２・３Ｆ 

津泌尿器科皮フ科診療所 津市中央２番１１号 

津ファミリークリニック 津市押加部町１６番４６号 

津みなみクリニック 津市久居野村町６００番地２ 

寺田医院 津市野田７７８番地１ 

寺西胃腸科内科クリニック 津市野田３６番地１０ 

東海眼科 津市羽所町３９９番地 

とうかい整形外科かわげ 津市河芸町西千里２７３番地１ 

トータルサポートクリニック津 津市丸之内１７番８号 東丸之内 

ビル２Ｆ 

遠山病院 津市南新町１７番２２号 

刀根クリニック 津市香良洲町１８７５番地１ 

豊里クリニック 津市豊が丘二丁目４６番３号 

内科ＭＹクリニック 津市片田新町２１番地１ 

永井病院 津市西丸之内２９番２９号 

なかせ内科胃腸科 津市一身田上津部田４７６番地１ 

中浜胃腸科・外科 津市久居元町１８７０番地７ 

なかむら耳鼻咽喉科 津市高野尾町１８９７番地７５ 

中村整形外科皮フ科 津市半田２０６番地１ 

中本耳鼻咽喉科 津市河芸町東千里２４番地 

中森内科 津市観音寺町７９９番地７ ＴＴ 

Ｃビル 

にし整形外科 津市垂水１２５６番地２ 

にしい耳鼻咽喉科クリニック 津市久居北口町５７０番地７ 

にしかわ小児科 津市久居新町６１２番地５ 

西出医院 津市久居野村町６００番地２１ 

日本板硝子津事業所診療所 津市高茶屋小森町４９０２番地 

のむら小児科 津市久居井戸山町４５番地５ 



はくさんクリニック 津市白山町二本木１１３９番地５ 

英クリニック 津市久居明神町２０９０番地１ 

はやかわこどもクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

ひおきクリニック 津市高茶屋小森町２５９６番地１ 

ひぐち整形外科クリニック 津市久居射場町３３番地３ 

ひさい脳神経外科クリニック 津市久居明神町２３３６番地 

久居病院 津市戸木町５０４３番地 

日高クリニック 津市一志町田尻３０番地１０ 

フェニックス健診クリニック 津市乙部５番３号 

福喜多眼科 津市久居中町１３４番地３７ 

ふじおかクリニック 津市雲出本郷町１９１８番地 

藤田医科大学七栗記念病院 津市大鳥町４２４番地１ 

ふじた耳鼻咽喉科 津市中央６番１４号 

藤田内科 津市乙部１６番２号 

藤本内科 津市戸木町７８６０番地３ 

二神クリニック 津市高野尾町４９５６番地２７ 

ベタニヤ内科神経内科クリニッ 

ク 

津市豊が丘五丁目４７番７号 

別所ヒフ科 津市新町一丁目１０番１９号 

ほらやま内科 津市久居元町２３２７番地５ 

前川内科 津市垂水１４２５番地 

まきのクリニック 津市美里町足坂１６５番地２ 

増井内科 津市長岡町８００番地５０１ 

ますだこどもクリニック 津市河芸町東千里２５９番地１ 

まつしまクリニック 津市久居小野辺町１７６３番地５ 

丸岡医院 津市片田志袋町４８３番地 

丸の内在宅クリニック 津市西丸之内５番９号 

みえキッズ＆ファミリーホーム

ケアクリニック 

津市高茶屋小森町１７１７番地４ 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番地 

三重県健康管理事業センター 津市観音寺町４４６番地３０ 

三重県立こころの医療センター 津市城山一丁目１２番１号 



三重耳鼻咽喉科 津市観音寺町４４５番地１５ 

みえ消化器内科 津市観音寺町７９９番地７ 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

三重病院 津市大里窪田町３５７番地 

水谷皮フ科クリニック 津市新町三丁目６番２２号 

三井整形外科 津市雲出本郷町１４００番地１ 

みどりクリニック 津市久居野村町３１４番地１３ 

緑の街医院 津市長岡町３０１８番地３ 

むらしま整形外科 津市野田３３番地３ 

森田内科クリニック 津市雲出本郷町１３７０番地１ 

やまかみ内科クリニック 津市河芸町中別保３１４番地１ 

やまぐちクリニック 津市垂水２７９７番地１ 

やましろ小児科 津市久居中町２５４番地１１ 

山の手内科クリニック 津市一身田上津部田３０８６番地 

３ 

山本クリニック 津市白山町川口４９番地１ 

やまもと総合診療クリニック 津市丸之内２１番２０号 

ゆうあいクリニック 津市雲出本郷町１３１番地８３ 

ゆう心のクリニック 津市河芸町東千里１５５番地１ 

ゆたクリニック 津市修成町２番３号 

ゆり形成内科整形 津市柳山津興３３０６番地 

吉田クリニック 津市栗真中山町７９番地５ 

ルミナスクリニック 津市安濃町曽根８３３番地６ 

若葉病院 津市南中央２８番１３号 

渡部クリニック 津市乙部５番３号 

  イ 個別接種会場（乳幼児（生後６月から４歳まで）の接種を行う会場） 

医療機関名 所在地 

飛鳥メディカルクリニック 津市乙部５番３号 

熱田小児科クリニック 津市大倉１１番１５号 

岩尾こどもクリニック 津市河芸町杜の街一丁目１番地５ 

きのここどもクリニック 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地３ 

上津台小児科クリニック 津市一身田上津部田１５０４番地



１６ 

コスモスクリニック 津市一志町小山１４３４番地２ 

小渕医院 津市一志町高野２５４番地１ 

津ファミリークリニック 津市押加部町１６番４６号 

にしかわ小児科 津市久居新町６１２番地５ 

のむら小児科 津市久居井戸山町４５番地５ 

はやかわこどもクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

ますだこどもクリニック 津市河芸町東千里２５９番地１ 

みえキッズ＆ファミリーホーム

ケアクリニック 

津市高茶屋小森町１７１７番地４ 

やましろ小児科 津市久居中町２５４番地１１ 

ウ 個別接種会場（小児（５歳から１１歳まで）の接種を行う会場） 

医療機関名 所在地 

飛鳥メディカルクリニック 津市乙部５番３号 

熱田小児科クリニック 津市大倉１１番１５号 

伊勢谷医院 津市安濃町川西５１番地５ 

いのもと医院 津市白山町南家城８８９番地５ 

岩尾こどもクリニック 津市河芸町杜の街一丁目１番地５ 

上島小児科 津市新町二丁目７番２８号 

上野内科 津市庄田町２０９０番地 

うめもとこどもクリニック 津市栄町一丁目８５７番地１ 

きのここどもクリニック 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地３ 

上津台小児科クリニック 津市一身田上津部田１５０４番地 

１６ 

コスモスクリニック 津市一志町小山１４３４番地２ 

小渕医院 津市一志町高野２５４番地１ 

坂口医院 津市垂水１８８９番地３０ 

津生協病院 津市寿町１６番２４号 

津生協病院附属診療所 津市津興３４５３番地 

津ファミリークリニック 津市押加部町１６番４６号 

にしかわ小児科 津市久居新町６１２番地５ 

のむら小児科 津市久居井戸山町４５番地５ 



はやかわこどもクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

ますだこどもクリニック 津市河芸町東千里２５９番地１ 

みえキッズ＆ファミリーホーム

ケアクリニック 

津市高茶屋小森町１７１７番地４ 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

三重病院 津市大里窪田町３５７番地 

やましろ小児科 津市久居中町２５４番地１１ 

エ 集団接種会場 

接種会場 所在地 

津センターパレス １階 津市大門７番１５号 

イオンモール津南 ３階イオン

ホール 

津市高茶屋小森町１４５番地 

ツッキードーム 津市藤方６３７番地 

久居インターガーデン内 津市久居明神町２４９０番地 

三重大学 津市栗真町屋町１５７７番地 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋二丁目１７４番地 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

オ 巡回型集団接種会場 

接種会場 所在地 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番地 

美杉総合支所 津市美杉町八知５８２８番地１ 

５ 予防接種を行う医師 

  各医療機関において掲示します。 

６ 使用する新型コロナワクチンの種類 

⑴ 初回接種 

 ア 生後６月以上の者 

武田薬品工業社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワク 

   チン 

  イ ５歳以上１２歳未満の者 

ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチ 

   ン 

  ウ １２歳以上の者 



(ア) ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワク 

チン 

(イ)  武田薬品工業社組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ワ 

クチン 

エ 生後６月以上５歳未満の者 

ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチ 

   ン 

⑵ 令和５年秋開始接種 

ア ６歳以上の者 

武田薬品工業社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワク 

   チン 

イ ５歳以上１２歳未満の者 

ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチ 

   ン 

  ウ １２歳以上の者 

(ア) ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワク 

チン 

(イ)  武田薬品工業社組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ワ 

クチン 

(ウ)  第一三共社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチ 

  ン 

エ 生後６月以上５歳未満の者 

ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワクチ 

   ン 

７ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 

 ⑴ 接種不適当者 

予防接種を受けることが適当でない者は、次の各号に掲げる者とします。 

ア 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者

で新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う必要がないと認めら

れる者 

イ 明らかな発熱を呈している者 

ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

エ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってア



ナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

オ 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある

者 

 ⑵ 接種要注意者 

予防接種の判断を行うに際して注意を要する者は、次の各号に掲げる者

とします。 

ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発育障害等の基礎

疾患を有する者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のア

レルギーを疑う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症

の者がいる者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれの

ある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤

を使用する際の、ラテックス過敏症のある者 



津市公告第１７９号 

 下記森林について、森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第４条第１

項の規定により経営管理権集積計画を定めましたので、同法第７条第１項の規

定により公告します。 

 なお、定めた経営管理権集積計画については、下記の縦覧場所において縦覧

に供します。 

  令和５年１２月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

整理番号 
所在 

（地区名） 
面積 

森林所

有者数 
筆数 

経営管理権

の存続期間 

芸濃

4 
1～6 芸濃町河内 18.84ha 6 件 32 筆 15 年 

２ 縦覧場所 

津市農林水産部林業振興室（津市白山町川口８９２番地津市白山庁舎２階）

及び津市ホームページ（https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/ 

1603776533231/index.html） 

３ 本公告により、津市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権が設定

されます。 



津市公告第１８０号 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）

附則第５条の規定により、同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１８条第１項に基づき、津市農用地利用集積計画を定

めましたので、同法第１９条の規定により公告します。 

  令和５年１２月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市上下水道事業公告第２９号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和５年１２月４日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

【地区】

【地区】 【格付】

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

しゅんせつ機械（強力吸引車）を有すること

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和5年12月25日

無

無

無

免 除

提出期限

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 白塚町

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

経営事項審査において発注業務の年平均完成工事高を有すること
（審査基準日：令和３年１０月１日～令和４年９月３０日）

技術者要件

設計図書
の 閲 覧

令和5年12月4日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

白塚排水機場内遊水池しゅんせつ業務委託

令和５年度下施排第１－２号

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市長」です。

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和5年12月25日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　津市一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

なし

その他

本公告の日から 令和5年12月25日

令和5年12月28日 午前9時00分

3,417,000

令和5年12月13日

令和5年12月20日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和6年3月15日

しゅんせつ

所在地要件

まで

下水道施設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

機械しゅんせつ工　６７ｍ３

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期



円　（税抜き）

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

津・香良洲

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

【地区】

久居

Ｃ・Ｂ・Ａ

【格付】

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和5年12月25日

無

有

有

免 除

提出期限

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 雲出本郷町

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

特例浄化槽工事業者である者

地内

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）
技術者要件

設計図書
の 閲 覧

令和5年12月4日

１４人槽　１基

※上記に係る機械設備工事　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

雲出本郷町地内市営浄化槽設置工事

令和５年度下工浄補第４号

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和5年12月25日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　津市一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

本公告の日から 令和5年12月25日

令和5年12月28日 午前9時10分

2,685,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和5年12月13日

令和5年12月20日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

河芸・芸濃・美里・安濃

久居・一志・白山・美杉

令和6年2月29日

安芸

管

所在地要件

まで

下水道工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

合併浄化槽設置

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期



円　（税抜き）

令和6年2月29日

土木一式

所在地要件

まで

下水道工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管布設工（管径２００ｍｍ）　２８ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和5年12月25日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　津市一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

本公告の日から 令和5年12月25日

令和5年12月28日 午前9時20分

2,353,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和5年12月13日

令和5年12月20日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和5年12月4日

組立マンホール工　１箇所

小型マンホール工　１箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

津市上下水道庁舎内排水管布設工事

令和５年度下工水管第１号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 殿村

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）
技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和5年12月25日

無

有

有

免 除

提出期限

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

津・香良洲

【地区】

【地区】

Ｄ

【格付】

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）



公 告 日

工事概要

【総合評価落札方式】事後審査型条件付一般競争入札

令和5年12月28日 津市ＨＰ「入札・契約」にて公表

建設業許可 特定

所在地要件

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任
で配置するときはこの限りでない。）

主任(監理)技術者

【格付】

格付要件

土木一式

地 域 ・
格付要件

工 事 名

契約締結の日から 令和6年10月21日工 期

Ａ１・Ａ２

発注業種

【地区】

工事場所

マンホールポンプ設置工　一式

参加資格
に関する
事 項

常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）現場代理人

令和5年12月4日

組立マンホール工　３箇所

小型マンホール工　１６箇所

東千里東部処理分区公共下水道工事

管布設工（管径１５０ｍｍ）　３２１ｍ

津市 河芸町東千里

ます設置工　１４箇所

地内

令和6年1月5日

総合評価方式
の類型

工事成績重視型（津市建設工事総合評価落札方式試行要領第３条第２号）

別紙「総合評価落札方式評価項目一覧」のとおり

【ﾌﾞﾛｯｸ】

総合評価
落札方式
に関する
事　　項

価格以外の
評価点の公表
（審査結果）

総合評価点
の算出

評価項目、評価
の内容、配点

【提出資料】

評価項目
算定資料

評価方法及び
落札者決定方法

入札が無効でない者のうち、予定価格の範囲内で失格基準価格以上の者につい
て総合評価点を算出する。総合評価点が最も高い者を落札候補者とし、総合評
価点が最も高い者が複数ある場合は、開札立会人によるくじ引きにより決定す
るものとする。

その他要件

まで

下水道工務課

令和５年度下工公補第１９号

市内本店

工 事 担 当 課

までに自らの審査結果について書面により照会することができる。

加算方式：
総合評価点＝価格点（８０点満点）＋価格以外の評価点（２０点満点）
価格点の算出方法は以下のとおりとする。

ア．入札価格＞低入札価格調査基準価格の場合
価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（低入札価格調査基準価格
－失格基準価格）／１０＋（入札価格－低入札価格調査基準価格）｝

イ．入札価格≦低入札価格調査基準価格の場合
価格点＝８０点×失格基準価格÷｛失格基準価格＋（入札価格－失格基準価
格）／１０｝

技術者要件

審査結果照会
照会対象項目は、価格点以外の評価項目すべてとする。

・評価項目算定資料届出書【第１号様式】

・施工実績評価資料【第５号様式】
・同種・同規模工事の元請実績について確認できる書類（コリンズ、設計書内訳表等の
写し）【添付資料】

・社会貢献に関する資料（障がい者雇用状況報告書等の写し及び労働安全衛生マネ
ジメント認証等の写し）【添付資料】

・手持ち工事量評価資料【別紙様式】
・手持ち工事に係るコリンズ登録の写し及び経営規模等評価結果通知書の写し【添付
資料】

・配置予定技術者評価資料【第６号様式】
・配置予定技術者に係る同種・同規模工事の実績について確認できる書類（コリンズ、
設計内訳表等の写し）【添付資料】

・配置予定技術者の保有する資格証（監理技術者資格者証）の写し【添付資料】

・建設系ＣＰＤ協議会加盟団体（建築関係業種については建築ＣＰＤ運営会議の加盟
団体を含む）が発行した学習履歴証明書等の写し【添付資料】

・建設キャリアアップシステム評価資料【別紙様式】
・事業者ＩＤの写し等【添付資料】

・市内本店業者施工率評価資料【別紙様式】

1／2



円　（税抜き）

重点調査
基準価格

予定価格

失格基準価格

　低入札価格調査基準価格を下回る入札のうち、重点的に低入札価格調査を実施する場合
における基準価格として、重点調査基準価格を設定する。
　重点調査基準価格は、低入札価格調査基準価格に１００分の９７を乗じて得た額（１万
円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。

令和5年12月25日

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）

午後５時　 ※期限を過ぎての提出は受付け致しません。

その他

本公告の日から 令和5年12月25日

本公告の日から

令和6年1月9日 午前９時００分

87,948,000

・配置予定技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項、津市建設工事
　総合評価落札方式試行要領、津市低入札価格調査試行要領のとおりとする。

低入札価格
調査基準価格

設計図書
の 閲 覧

創作工房ネオ　津市一志町井関９６－１　℡059-293-6100

まで

部 分 払

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

入札保証金

　失格基準価格未満の金額の入札は失格とする。
　失格基準価格は、「津市低入札価格調査試行要領」別表第１の算出方法により算出した
額（１万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。
　ただし、スクラップ評価額が計上されている場合は、「津市低入札価格調査試行要領」
別表第１の算出方法により算出した額から、スクラップ評価額を控除した額（１万円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。

前 金 払

入札方法等

有

開札日時
及び場所 津市上下水道庁舎　２階　入札室

提出期限

有

　本件は「津市低入札価格調査試行要領」の対象工事とする。
　低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札候補者となった場合において
は、落札候補者の決定を保留し、「津市低入札価格調査試行要領」に規定する低入札価格
調査を実施する。
　低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者に対して本市から資料の提出及び事
情聴取の協力の要請があった場合は、これに協力すること。
　なお、低入札価格調査基準価格を下回って契約する場合、次の事項を適用する。
・監理技術者の資格を有する専任の担当技術者を１名追加して工事現場に配置すること。
・契約保証金を契約金額の１００分の３０以上の額とすること。
・前払金を契約金額の１００分の２０以内の額とすること。

設計図書
の 購 入

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

まで

評価項目
算定資料

の提出方法

必着令和5年12月25日

無

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

令和5年12月25日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）　ＦＡＸ 059－237－5819

提出期限 令和5年12月13日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年12月20日 ホームページにて回答

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市上下水道管理局　上下水道管理課 宛郵 送 先

提出期限

有

提出方法

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

販 売 店

・低入札価格調査を経て契約する場合、津市公契約条例第６条の２第１項に規定する労働報酬
下限額の適用案件となります。
　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和５年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュア
ルを必ず確認してください。

・低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者は、価格その他の条件が本市にとって最
も有利なものをもって申込みをした者であっても落札者とならない場合があります。

免 除

提出方法

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

持参に限る

提 出 先

有
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津市選挙管理委員会告示第１０４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。 

令和５年津市選挙管理委員会告示第１０１号は廃止する。 

令和５年１２月１日 

 

津市選挙管理委員会 

委員長 磯 部 憲 夫   

 

１ ５０分の１の数  ４，４７５人 

２  ６分の１の数 ３７，２８８人 

３  ３分の１の数 ７４，５７６人 

 

 


